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単身後期高齢者（ ７５歳以上）が大幅に増加 高齢者の孤独・孤立の増加に対応する居住支援の不足

【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

藤沢市における高齢者(65歳以上)の借家世帯の推移(平成12年～令和2年)
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【資料】国勢調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

藤沢市における総世帯数及び世帯主が65歳以上の世帯数の推移(平成12年～令和2年)
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【資料】国勢調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

藤沢市における後期高齢者(75歳以上)単独世帯の推移(平成12年～令和2年)
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【資料】国勢調査（総務省統計局）　※令和2年10月1日現在

　※比較対象は、全国、神奈川県、県内主要都市及び県外(首都圏)の人口40～50万人規模の都市とした。

後期高齢者(75歳以上)の単独世帯の都市間比較(令和2年)
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単身後期高齢者（ ７５歳以上）が大幅に増加 高齢者の孤独・孤立の増加に対応する居住支援の不足
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【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

　　　※二次的住宅：

　　　※賃貸用の住宅：

　　　※売却用の住宅：

　　　※その他空き家：

藤沢市における空き家の内訳別戸数の推移(平成15年～令和5年)

週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、普段は人が住んでいない住宅（別

荘）及び、普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊りするなど、たまに寝泊りす

る人がいる住宅。

新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅（共同住宅の空き室含む）。

新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅（共同住宅の空き室含む）。

上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在

や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など。
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【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※令和5年10月1日現在

　※その他空き家は、賃貸 売却用及び二次的住宅を除く空き家。

　※比較対象は、全国、神奈川県、県内主要都市及び県外(首都圏)の人口40～50万人規模の都市とした。

その他空き家戸数の都市間比較(令和5年)
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空家の急激な増加 管理不全空家等の増加による住環境へ悪影響
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空家の急激な増加

【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

※建築時期不詳は除く。平成30年調査の建築時期は平成30年9月まで。

建築時期別の相続等住宅戸数の推移（平成30年～令和5年の増減）
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【資料】令和5年住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※10月1日現在

※分譲マンション：非木造（鉄筋 鉄骨コンクリート造等）の共同住宅で３階建て以上の持ち家住宅。

藤沢市の分譲マンションの建設時期(令和5年)
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【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

※マンション：非木造（鉄筋 鉄骨コンクリート造等）の共同住宅で３階建て以上の住宅。

藤沢市における住宅戸数の内訳の推移(平成15年～令和5年)
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【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※令和5年10月1日現在

　※比較対象は、全国、神奈川県、県内主要都市及び県外(首都圏)の人口40～50万人規模の都市とした。

高経年マンション(昭和55年以前建設)の都市間比較(令和5年)
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※マンション：非木造（鉄筋 鉄骨コンクリート造等）の共同住宅で３階建て以上の住宅。

※統計年度の都合上、高経年マンションを建設後45年以上（本来は40年以上）とした。

【資料】「令和5年住宅・土地統計調査」に基づき藤沢市が推計

　　　　（令和5年統計値を現有ストックとして固定し経年推移すると仮定した場合）

藤沢市における高経年マンションの将来見通し(推計)
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市営住宅の老朽化・陳腐化 市営住宅の老朽化・陳腐化によるニーズとの不一致

市営住宅の建設年度及び建設後経過年数
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大規模開発住宅地（団地）のまちの“高齢化” 団地における街の活力や魅力の急速な低下

湘南大庭地区

湘南ライフタウンは、一般に、1971年（昭和46年）に
着手された西部開発事業により整備された一団の住宅地
の呼称として用いられるが、藤沢市の13地区のひとつで
ある湘南大庭地区を中心としたエリアのことをいう。

2003年4月及び2023年4月の13地区ごと高齢化率
（住民基本台帳による）

湘南大庭地区人口ピラミッド
（2023年4月現在、住民基本台帳による）

藤沢市人口ピラミッド
（2023年4月現在、住民基本台帳による）

出典：湘南ライフタウン活性化指針
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大規模開発住宅地（団地）のまちの“高齢化”

湘南大庭地区

湘南大庭地区の10年間の人口と増減（各年4月基準、住民基本台帳による）

湘南大庭地区の人口推計（2023年の数値は4月時点で、住民基本台帳による）

団地における街の活力や魅力の急速な低下

出典：湘南ライフタウン活性化指針
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大規模開発住宅地（団地）のまちの“高齢化”

2021年10月1日時点の自然動態
（人口は住民基本台帳、増減は統計年報による）

2021年10月1日時点の社会動態
（人口は住民基本台帳、増減は統計年報による）

2020年国勢調査「5年前の常住地について」

湘南大庭地区人口コーホート増減（2013-2023）

藤沢市人口コーホート増減（2013-2023） 住宅構成表（2020年国勢調査）

湘南大庭地区

団地における街の活力や魅力の急速な低下

出典：湘南ライフタウン活性化指針
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大規模開発住宅地（団地）のまちの“高齢化”

【資料】藤沢市の人口と世帯数（13地区別人口動態）

※数値は令和元年12月～令和2年11月。出生はプラス表記、死亡はマイナス表記とした。

地区別人口動態（自然動態）
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【資料】藤沢市の人口と世帯数（13地区別人口動態）

※数値は令和元年12月～令和2年11月。転居入はプラス表記、転居出はマイナス表記とした。

地区別人口動態（社会動態）
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【資料】令和2年国勢調査（13地区別集計）　※10月1日現在

　＊総世帯数には、世帯の家族類型「不詳」を含む。

総世帯数に占める高齢者のみ世帯数の割合
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11.5%

11.8%

9.4%

11.2%

10.2%

13.3%

12.1%

8.3%

7.6%

7.9%

11.2%

11.1%

13.4%

11.4%

11.0%

10.5%

9.2%

10.6%

12.4%

19.6%

9.7%

7.2%

10.9%

12.0%

13.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

片瀬

鵠沼

辻堂

村岡

藤沢

明治

善行

湘南大庭

六会

湘南台

遠藤

長後

御所見

グラフタイトル

高齢単独世帯（65歳以上）

高齢夫婦のみ世帯（夫65歳以上、妻60歳以上）

団地における街の活力や魅力の急速な低下
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藤沢市における温室効果ガス排出量の推移と目標

【資料】藤沢市地球温暖化対策実行計画（2022年(令和4年)3月）

943 828 828 
526 

835 
633 652 

371 
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265 

404 

378 390 

307 

36 

44 43 

40 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013年 2018年 2030年/現状維持 削減目標 2050年

グラフタイトル

産業部門 業務その他部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物部門

千t-CO2

総数2,783

2,377

1,508

2,422

温室効果ガス

排出量実質ゼロ

温室効果ガス排出量削減の取組（家庭部門）

・住宅の省エネルギー化（新築・改修）の促進

・高効率給湯器の普及促進

・トップランナー制度等による機器の普及促進 など

藤沢市における気象の変化(1994年～2024年の30年)

【資料】気象庁ホームページ 気象観測データ

※データは、「アメダス」（自動気象データ収集システム）の観測値より辻堂の地点の平均値を採用。
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脱炭素社会の実現 気候変動による住生活の悪化
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脱炭素社会の実現

【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

　※比較対象は、全国、神奈川県、県内主要都市及び県外(首都圏)の人口40～50万人規模の都市とした。

省エネルギー設備等の設置率の都市間比較(平成30年～令和5年)

4.1%

4.9%

2.6%

3.0%

2.2%

2.3%

1.5%

2.0%

3.1%

4.2%
4.1%

4.4%

2.4%
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3.3%

4.2%

1%

2%

3%

4%

5%

平成30年 令和5年

グラフタイトル

全国 神奈川県 横浜市

川崎市 藤沢市 柏市

八王子市 町田市

藤沢市

全国

14.7%

16.8%

11.6%

14.2%

11.5%

13.8%

10.0%

12.2%

14.2%

17.5%

14.8%

18.0%

10.7%

15.4%

13.3%

17.4%

10%

12%

14%

16%

18%

平成30年 令和5年

グラフタイトル

全国 神奈川県 横浜市

川崎市 藤沢市 柏市

八王子市 町田市

太陽光を利用した発電機器 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓(すべての窓)

藤沢市

全国

【資料】令和5年住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※令和5年10月1日現在

※比較対象は、全国、神奈川県、県内主要都市及び県外(首都圏)の人口40～

50万人規模の都市とした。

省エネルギー設備等の設置率の都市間比較(令和5年)

3.0%（全国）

4.9%（全国）

16.8%（全国）

15.1%（全国）
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13.1%

0.9%

2.3%
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1.6%（藤沢市）
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14.3%（藤沢市）
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13.3%

1.9%

4.2%
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15.1%
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太陽熱を利用した温水

機器等

太陽光を利用した発電

機器

二重以上のサッシ又は

複層ガラスの窓（すべ

ての窓）

二重以上のサッシ又は

複層ガラスの窓（一部

の窓）

全国 神奈川県 横浜市 川崎市

藤沢市 柏市 八王子市 町田市

気候変動による住生活の悪化
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脱炭素社会の実現

全国における年度別 ZEH支援事業件数の推移（平成24年～令和5年）

【資料】ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業調査発表会2024

気候変動による住生活の悪化
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脱炭素社会の実現

都道府県別 ZEH及びZEH+認定件数（令和5年）

【資料】ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業 調査発表会2024

気候変動による住生活の悪化
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脱炭素社会の実現

【資料】神奈川県　（平成24年度～平成26年度はハウスメーカー・一般工務店の区分なし。）

神奈川県におけるZEH及びZEH+の認定件数
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グラフタイトル
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気候変動による住生活の悪化
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住まい方や暮らし方の価値観の変化や多様化 多様な住まい方等に対するリテラシーを育む環境の不足

【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

※平成25年は、中古住宅についてリフォーム前後の区別はない。

藤沢市における持ち家の取得方法（購入・新築・建て替え等、平成25年～令和5年）

2.3%

2.4%

1.5%

28.9%

30.8%

34.9%

16.1%

11.0%

11.7%

3.6%

5.7%

28.9%

27.7%

24.6%

16.1%

16.4%

10.9%

4.5%

5.0%

6.2%

3.3%

3.1%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（n=102,920）

平成30年

（n=106,150）

令和5年

（n=116,810）

新築住宅を購入（都市再生機構など） 新築住宅を購入（民間）

中古住宅を購入（リフォーム前） 中古住宅を購入（リフォーム後）

新築（建て替えを除く） 建て替え

相続・贈与で取得 その他

藤沢市における高齢者等のための住宅の設備状況

【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

※設備のうち「浴室暖房乾燥機」は、令和5年より住宅・土地統計調査に新設された項目。

51.4%
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21.0%
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高齢者等のための設備あり

（以下、工事の内訳）手すりがある

またぎやすい高さの浴槽

浴室暖房乾燥機

廊下などが車いすで通行可能な幅

段差のない屋内

道路から玄関まで車いすで通行可能

平成30年（n=182,100） 令和5年（n=197,800）
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住まい方や暮らし方の価値観の変化や多様化

藤沢市における世帯の年間収入階級別リフォーム工事の状況（平成30年～令和5年）

【資料】住宅・土地統計調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

28.3%

35.8%

32.3%

23.0%

21.2%

28.2%

38.8%
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1500万円以上

平成30年（2014年以降リフォーム工事を行った） 令和5年（2019年以降リフォーム工事を行った）

多様な住まい方等に対するリテラシーを育む環境の不足
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住まい方や暮らし方の価値観の変化や多様化

【資料】国勢調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

藤沢市における配偶関係(15～49歳)及び未婚率(平成22年～令和2年)

93,658 
89,685 

84,184 
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グラフタイトル

15～49歳の未婚の者

15～49歳の配偶者のいる者

15～49歳の者のうち未婚の者の割合（未婚率）

(人)

【資料】国勢調査（総務省統計局）　※各年10月1日現在

※平成22年は、該当する調査項目がない。

夫婦がいる核家族世帯における18歳未満の子供の有無（平成27年～令和2年）
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多様な住まい方等に対するリテラシーを育む環境の不足
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より良い住まい方を選択･判断できる住み手の能力を高める
○ 住み手自身が「自分ごと」として、住まい・まちづくりに関わることが望ましい
○ 住み手それぞれのライフステージにおいて、適切な知識とノウハウが求められる
○ 住まいのリテラシーとして学ぶ範囲は多岐にわたり、相談やセミナー等の普及啓発が必要

資料：国土交通省住宅局

いま考える「住まい」のリテラシー
住まいの選択と判断、そして、より良い住宅の維持と継承のために

１ なぜ、いま住まいのリテラシーが求められるのか
○時間軸を加えたこれからの時代の住まい選び
○賢く暮らすための住まいのリテラシー
○より良い選択が持続可能な社会を実現する

２ 住まいについて、あなたに考えてもらいたいこと…選択と判断
○住まいの希望の数だけ立地や機能、デザインがある
○住宅は資産にもなり得る
○ライフステージに合った性能 条件の住宅で安全 快適な住生活を選択する
○コミュニケーションも大事
○長期的な収入と支出のバランスを考える

３ 住宅と末永く付き合っていくために…維持と継承
○住宅は「いきもの」、日々のメンテナンスを
○居住地域のコミュニティと良好な関係構築を
○住まいの引継ぎは、早めの準備が重要

住まい方や暮らし方の価値観の変化や多様化 多様な住まい方等に対するリテラシーを育む環境の不足
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その他住生活に係る課題・トレンド等

社会資本整備審議会 第６５回住宅宅地分科会資料（2025/7/30）1/4
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その他住生活に係る課題・トレンド等

社会資本整備審議会 第６５回住宅宅地分科会資料（2025/7/30）2/4

➣暮らし・住まいのWell-being
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その他住生活に係る課題・トレンド等

社会資本整備審議会 第６５回住宅宅地分科会資料（2025/7/30）3/4
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その他住生活に係る課題・トレンド等

社会資本整備審議会 第６５回住宅宅地分科会資料（2025/7/30）4/4

➣若年世帯や子育て世帯は希望する住まい

➣災害に備えた住環境



分野・機能等 住まいづくり まちづくり
・IoT住宅で空調等を最適化 ・モビリティ、自動運転、物流施設・駐車場の最適配置
・テレワークのための通信環境、働く場としての機能確保（書斎、通信等） ・人が行き交い、佇む、憩う公共空間（電線類の地中化、緑などで寛げる洒落た広場等）
・マンション共用部のリノベーション（ワークスペース） ・安心して歩ける、賑わいある街並み
・リビングにおけるワークスペースの設置 ・身近な距離の移送・買い物、子育て等の支援
・ロボティクス導入によるスマートインテリア
・住宅用宅配ボックス（2024年問題対応）、EV（電気自動車）充電設備
・住宅のバリアフリー化 ・公園・ジョギングコースの整備等
・住宅の断熱性改善（高齢期のヒートショック予防） ・自転車通行・歩行のための空間の整備等
・デジタルヘルス情報基盤、遠隔医療が可能な通信環境 ・歩いて暮らせるまちづくり
・介護ロボット（見守り・コミュニケーション等） ・社会参加の促進のための取組（孤独・孤立対策を含む）
・健康寿命延伸住宅（室温制御による熱中症対策等）
・チャイルドフェンスの設置（階段から子どもが落ちる事故等の防止） ・身近な距離の移送・買い物、子育て等の支援
・子どもの見守りに配慮した間取りの設計、動線計画 ・地域各所のワークプレイス確保、子育て支援の場づくり
・子どもの成長を想定した部屋の計画（可動式間仕切り、可変式高さ調整等） ・育住近接（共同住宅内への保育所設置等）
・玄関におけるベビーカー置場、ドアストッパー等の設置 ・子どものまちづくり参加（子どもワークショップによる取組など）
・家事効率及びタイムパフォーマンス（家事動線や間取りによる時短）
・空き家の有効活用（子育て世帯向け居住支援）
・公的住宅を活用した民間事業者による若者・子育て世帯向けリノベーション

・子育て世帯向けアフォーダブル住宅の供給（家賃低廉化）
・植栽、緑化 ・緑地、自然環境の保全・活用
・住宅における省エネルギー設備等の設置 ・生物多様性の管理・保全
・消費エネルギー収支ゼロの住宅性能（ZEH） ・CO2吸収源（森林等）の保全
・創電・制御・蓄電システムを備えたスマート化住宅 ・サーキュラー・エコノミー（循環型経済）
・IoTセンシングによる室内環境管理 ・スマートシティ
・住宅の耐震性確保（耐震診断、耐震改修の実施等） ・防犯カメラの設置
・見守り・異常時通報システム ・非常用スペース・トイレ等設備の確保
・自動認証・防犯システム ・避難誘導・避難スペースの確保
・非常用電源・備蓄スペース等の確保 ・多言語表示（外国籍市民のための安全な誘導等）
・スマートホームのサイバーセキュリティ対策 ・無電柱化（災害時等の円滑な活動のため）
・住宅の資産価値の重視（住宅取得による資産形成） ・アートのあるまちづくり、クリエイター等育成環境
・空き家の発生予防・有効活用（住まいの終活、住宅性能向上支援等 ・地域経済の活性化（地域の生産・消費・投資の好循環）
・CCRC（健康時から介護時まで継続的なケアを提供する高齢者コミュニティ） ・有休不動産の再生
・CCRC2.0（継続的な共助と繋がりのある多世代コミュニティ） ・ユニバーサルデザインの充実

・二地域居住、二地域生活・就労
・エリアプラットフォームの構築（まちづくりの多様な担い手による協議・取組の場づくり）

※国土交通省「働き方改革を支える今後の不動産のあり方検討会」などの資料を参考に作成

快適・利便

健康・医療

省エネ・環境

安全・安心

エリア価値の維持・向上

子ども・子育て

1.住宅・住環境等の現状と動向

28

その他住生活に係る課題・トレンド等
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住生活に関する法改正の動向

（目指す都市の姿）
人と地域社会の繋がりを基盤に、生活の充実感や幸福度が高まる、住

み続けたいと思える住宅都市の実現
（住宅施策の主要課題）
○少子高齢社会に対応した住生活の創造
○住宅確保要配慮者の居住の安定化
○住宅性能の向上と住宅流通市場の活性化
○住生活を支える人材の育成、制度等の確立

（目指す都市の姿）
自然と社会の情勢変化に適応し、快適性と機能性を備え、人と環境が

調和した持続可能な住宅都市の実現
（住宅施策の主要課題）
○住生活における防災・減災対策の強化
○脱炭素社会に向けた省エネ・再エネ住宅の普及
○空き家等の有効活用と発生予防
○分譲マンションの適正管理と維持再生

脱炭素社会に向けた住宅のエネ
ルギー消費性能向上
●脱炭素社会の実現に資するための建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律等の

一部を改正する法律（令和4年法律第69号）

住生活における防災・減災対策
の強化
●強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部

を改正する法律（令和5年法律第59号）

人口減少社会、少子高齢社会に対応し
た住生活の創造
●まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）

●住生活基本法（平成18年法律第61号）

空き家等の有効活用と発生予防
●空家等対策の推進に関する特別措置法の一部

を改正する法律（令和5年法律第50号）

住まいの性能・管理・活用等に資する法改正 住み手の安全、暮らしの安心等に資する法改正

分譲マンションの適正管理と維持
再生
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律

及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律

の一部を改正する法律（令和2年法律第62号）

●老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等

を図るための建物の区分所有等に関する法律の一

部を改正する法律（令和7年法律第47号）

住宅性能の向上と住宅流通市場
の活性化
●住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備の

ための長期優良住宅の普及の促進に関する法律

等の一部を改正する法律（令和3年法律第48号）

孤独･孤立対策、住宅確保要配慮者の
支援、子育て世帯の支援
●地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を

改正する法律（令和2年法律第52号）

●孤独･孤立対策推進法（令和5年法律第45号）

●住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律等の一部を改正する法律（令和6年法律第

43号）

●子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令

和6年法律第47号）
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計画の参考事例

住宅マスタープラン（住生活基本計画）の他都市の策定事例より、施策の
柱として設定されている主な項目は以下の通り挙げられる

○若年・子育て世代対策
○健康・高齢者対策
○居住の安定（住宅セーフティネット）対策
○災害防災・防犯対策
○脱炭素・環境対策
○マンション対策
○空き家対策
○多様性・共生社会対策
○住宅市場（多様な選択肢、新たな生活様式）対策

（※施策体系の参考として次のページを参照）

左記の計画策定事例のほか、特徴的な住宅施策を推進している事例として、
以下の通り挙げられる

【空き家対策】

○都城市終活コンサルティングによる空き家発生予防
・地域見守り組織の充実
・終活プラン作成の啓発と終活相談の活用促進
・地域で行う後見システム体制の構築等

【マンション対策】

○所沢市マンション管理適正化推進条例
・新築マンション管理事項届出（義務）
・新築マンションは修繕積立金について均等積立方式を採用（努力義務）

【市営住宅対策】

○京都市若者･子育て応援住宅
・市営住宅空き住戸を民間事業者へ貸出し
・民間事業者による子育て向けリノベーション
・若者･子育て世帯への家賃低廉化

【環境配慮対策】

○柏市建築物環境配慮制度（CASBEE柏）
・建築主等の自主的届出による環境性能の優れた建築物の整備促進
・建築物環境配慮計画の概要の公表

【団地再生対策】

○堺市ニュータウンの居住魅力の向上
・泉北ニュータウン「SENBOKU New Design」の策定
・都市再生機構との包括連携に関する協定締結
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計画の参考事例

目標１ 新たなライフスタイルに対応し、多様なまち
の魅力を生かした豊かな住宅地の形成➡●多世代が住
み、働き、楽しみ、交流できる郊外住宅地の形成 ●鉄道沿
線地域ごとの特性や市民力を活かした持続可能な郊外住宅地
再生の推進 ●都心部と都心 臨海周辺部ならではの特性や
魅力を生かした生活環境整備

目標２ 災害に強く、安全な住まい･住宅地の形成と被
災者の住まいの確保➡●多様な世帯が健康で安心できる
良好な住まいの普及促進 ●多様な世帯が地域で交流する豊
かな住環境・コミュニティの形成

目標３ 多様な世帯が健康で安心して暮らせる住まい･
コミュニティの形成➡●公民連携による住まいの確保の
推進 ●入居から退去までの切れ目のない支援の充実

目標４ 住宅･福祉施策が一体となった重層的な住宅
セーフティネットの充実➡ ●公民連携による住まいの確
保の推進 ●入居から退去までの切れ目のない支援の充実

目標５ 脱炭素社会の実現に向けた良質な住宅ストッ
クの形成➡●環境に配慮した住宅の普及促進 ●多世代に
わたり良質な住宅が引き継がれる住宅循環システムの構築
●木材利用の促進

目標６ マンションの管理適正化･再生円滑化の推進➡
●マンションの管理不全を防止するための適正な維持管理の
促進 ●老朽化マンションの再生の円滑化

目標７ 総合的な空家等対策の推進➡●空家化の予防・
適切な維持管理の促進 ●地域課題の解決につながる空家等
の流通活用の促進 ●管理不全空家の自主改善等の促進

横浜市住生活マスタープラン

方針１ 若年･子育て世帯等に選ばれ、柏に住みたいを
思う住まいづくり➡●子育て世帯の定住促進 ほか

方針２ 高齢者･障害者世帯が安心して暮らせるづくり
➡●安心して住み続けることができる環境の整備 など

方針３ 住宅セーフティネットの形成による居住環境
の整備➡●民間賃貸住宅を活用した、住宅セーフティネッ
ト機能の確保 ほか

方針４ 多様な世代が地域で支え合い、安心して暮ら
せる住まいづくり➡ ●多様な世代が共生できる拠点の形
成 ほか

方針５ 安全で安心できる住まいづくり➡●住宅の耐
震化の推進 ●防犯対策の推進 ほか

方針６ 良質で環境に配慮した住まいづくり➡ ●リ
フォームによる住宅ストックの質の向上 ほか

方針７ 良質なマンションストックの形成➡●マン
ションの適正な管理の促進 ほか

方針８ 空家等の適正な管理と利活用の促進➡ ●空家
等に対する総合的な対策の推進

方針９ 地域の特性を活かした住まい･まちづくり➡
●まちづくりと連携した良好な住環境の形成 ほか

方針10 住まいを取り巻く環境の変化に対応した住ま
い･まちづくり➡●既存住宅市場における環境整備の推進
ほか

柏市住生活基本計画 八王子市住宅マスタープラン

方針１ 子育て世代等が住み続けたい、住んでみたい
住宅･住環境の整備➡●子育て世帯が魅力を感じる住宅 
住環境の整備 ●若年層や学生が魅力を感じる住宅 住環境
の整備

方針２ 高齢者や障害者等が安心して快適に暮らすこ
とのできる住宅･住環境の整備➡ ●高齢者 障害者が暮ら
しやすい住まいづくりの推進 ほか

方針３ 防災や防犯、健康など安全に配慮した住宅･住
環境の整備➡●災害に強い住まいづくりの推進 ほか

方針４ 環境や景観に配慮した住宅･住環境の整備➡
●地球環境 自然環境に配慮した住まいづくりの推進 ほか

方針５ 市民一人ひとりの多様な居住ニーズに応じて
住宅の選択ができるよう住宅に関する情報の提供と住
宅ストックの活用➡ ●市民が適切に住まいの選択ができ
る仕組みづくりの推進 ほか

方針６ 良質なマンションストックを形成し長く住み
続けられる住宅･住環境の整備➡ ●マンションの適正な
管理や再生への支援

方針７ 市民の居住の安定を確保するための住宅･住環
境の整備と仕組みの構築➡ ●重層的な住宅セーフティ
ネットの構築 ほか

方針８ 新しい生活様式に対応した住宅･住環境の整備
➡●テレワーク等に対応した住まいづくりの推進 ●住み
替えに対する支援
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今後のヒアリング実施について

今 後 の
ヒアリングで
考えられる
テ ー マ
（ 案 ）

○ヒアリング事項
藤沢市が住みたい街として評価される背景や要因及び課題は何か

○ヒアリング結果の活用
・地域の魅力づくりと連携・調和した住環境のあり方の検討
・市民に向けた住生活情報（魅力発信等）のあり方の検討 など

○ヒアリング事項
持ち家志向が変わる中で現在どのようなニーズ変化が起きているのか

○ヒアリング結果の活用
・統計データでは捕捉できない市場トレンドを捉えた展望の検討
・持ち家志向に代わる将来の多様な住まい方の選択肢の検討 など

○ヒアリング事項
２０５０年にかけて次世代の住宅テック産業がどのような展望にあるのか

○ヒアリング結果の活用
・脱炭素、安全、健康、子育て等に係るデジタル技術導入の展望の検討
・地域の持続性やWell-beingに資する技術革新の可能性の検討 など

地域の魅力×住生活情報

住宅トレンド×住宅市場

次世代住宅×技術革新

ヒアリングのテーマ 主なヒアリング事項とそのねらい

懇談会のご意見を踏まえ、ヒアリング先（民間の調査機関など）を検討します。
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国の住宅政策の変遷と今後の政策課題

戦災からの復興
(1940年代後半)

●戦災 引揚者等による約420万戸の住宅不足
→応急簡易住宅の建設 →住宅建設資材確保のため不要不急の建築物の建築制限
→住宅 食料 交通事情の緩和のため10万人以上の都市への流入制限

制度創設期
(1950年代)

●絶対的な住宅の不足➡住宅政策の三本柱の創設
①住宅金融公庫（1950年設立、現「住宅金融支援機構」）→公的金融により住宅建設を促進
②公営住宅法の制定（1951年施行）→住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃の住宅を供給
③日本住宅公団（1955年設立、現「都市再生機構」）
→大都市圏を中心に住宅の集団的建設、宅地の大量供給

住宅建設計画法定
化･公共住宅大量
供給(1960年代)

●住宅建設十箇年計画（1955年）→「住宅不足272万戸の解消、毎年25万戸の住宅供給」
●第一期住宅建設五箇年計画（1966～70年）→「一世帯一住宅」の実現

量から質への転換
(1970年代)

●第二期住宅建設五箇年計画（1971～75年）→「一人一室の規模を有する住宅の建設」
●第三期住宅建設五箇年計画（1976～80年）
→「すべての国民が最低居住水準を確保」(4人世帯50㎡)、
「平均的な世帯が平均居住水準を確保」 (4人世帯86㎡)

多様化する居住
ニーズへの対応

(1980年代)

●第四期住宅建設五箇年計画（1981～85年）
→住環境水準を指針とした良好な住環境の確保(災害、日照、騒音等)
●第五期住宅建設五箇年計画（1986～90年）
→「半数の世帯が誘導居住水準を確保」(4人世帯：都市91㎡、一般123㎡)

住宅政策体系再編
(1990年代)

●第六期住宅建設五箇年計画（1991～95年）→「全ての都市圏で半数の世帯が誘導居住水準を確保」
●第七期住宅建設五箇年計画（1996～2000年）→「戸当たり平均床面積を100㎡に(2000年)」

ストック重視・
市場重視への転換

(2000年代～)

●第八期住宅建設五箇年計画（2001～05年）
→①床面積の確保、②バリアフリー等の住宅性能水準を設定 など

●住生活基本法（平成18年法律第61号）

居住の安定確保

良好な居住環境
の形成

住宅購入者等の
利益の擁護･増進

良質な住宅の
供給･建設･改良･管理

近年の急速な高齢化の進展、生活様式の多
様化その他社会経済情勢の変化に的確に対
応しつつ、住宅の需要及び供給に関する長
期見通しに即し、かつ、居住者の負担能力
を考慮して、現在及び将来における市民の
住生活の基盤となる良質な住宅の供給、建
設、改良又は管理を図ること。

地域の自然、歴史、文化その他の特性に応
じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が
誇りと愛着を持つことのできる良好な居住
環境の形成を図ること。

民間事業者の能力の活用及び既存の住宅の
有効活用を図りつつ、居住のために住宅を
購入する者及び住宅の供給等に係るサービ
スの提供を受ける者の利益の擁護及び増進
を図ること。

住宅が市民の健康で文化的な生活にとって
不可欠な基盤であることから、低額所得者、
被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯そ
の他住宅の確保に特に配慮を要する者の居
住の安定の確保を図ること。

第３条

第４条

第５条

第６条

今後の政策課題（住生活基本法第１章総則より）

※国土交通省の資料を参考に作成
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社会情勢を踏まえた国の住宅政策

※資料：国土交通省

2. 住宅施策に関する今後の課題


